
令和７年度

町有地(五門濁池)売却

一般競争入札実施要領

この入札に参加するには事前の申込みが必要です

入札に参加を希望される方は、この入札実施要領をよく読み、内容を充分

に把握したうえで、ご参加ください。

熊取町 都市整備部 下水道河川課 河川農水室

入札日：令和 8年 4 月 27 日（月）

参加申込受付期間：令和 8 年 3 月２５日（水）

～令和 8 年 4 月８日（水）



一般競争入札による

町有地（五門濁池）売却の流れ

○入札参加申込受付期間

令和８年３月２５日（水）～令和８年４月８日（水）

のうち開庁日の午前９時 0０分～午後５時３０分

但し、令和８年 4 月１日（水）～令和８年４月８日（水）

については午前９時 0０分～午後５時 0０分

熊取町都市整備部下水道河川課河川農水室（役場東館１階）

○申し込み方法は持参または郵送のみとなります。

○書類審査及び受付が済みますと、町有地（五門濁池）売却一般

競争入札参加申込書兼誓約書に受付印を押印した写し（入札参

加証）と入札保証金納付書を交付します。

これで、入札参加申込手続きは完了です。

○質疑受付

令和８年４月１４日（火）午前９時 0０分～午後４時 0０分

FAX により提出してください。

○質疑回答

令和８年４月１７日（金）午後１時 0０分～

FAX により入札参加申込者全者へ回答します。

○令和８年４月２７日（月）午前１１時００分から

役場北館３階大会議室にて

○入札日の午前９時００分～午前１０時５０分の間に役場本館１

階会計課に入札保証金（入札金額の１００分の１０以上）を納

付することが必要です。

○入札締め切り後、直ちに入札者の面前において開札し、落札者

を決定します。

入札参加申込

書類審査及び受付

質疑・回答

入 札・開 札



○落札者決定の日から令和８年５月１２日（火）までに停止条件

付の土地売買契約（仮契約）を締結しなければなりません。

○本町有地は、地方自治法第２３８条の６の規定により、旧慣の

廃止に伴う議会の議決を付すべき案件であることから、熊取町

議会令和８年６月定例会（令和８年６月実施予定）の議決を得

ると契約の効力が発生します。

○本契約時に契約保証金を納付していただきます。

○入札保証金を契約保証金に充当することができます。

○売買代金は令和８年７月１５日（水）までに納付していただき

ます。なお、契約保証金を売買代金の一部に充当することがで

きます。

○熊取町が所有権の移転登記を行います。

○諸費用は買受人が負担します。

所 有 権 の 移 転

土 地 の 引 渡 し

仮 契 約

本 契 約

売買代金の支払い
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１．売却物件

五門濁池

詳細は「物件調書」参照

２．契約の方法

一般競争入札の方法により行います。

３．契約にあたって付する主な特約

（１） 排水対策について

事業を着手するにあたり、買受人の負担において売却物件に流入して

いる雨水排水等を排水するために必要な施設の設置や改修等の対策を行

うこと。

また、排水対策における排水接続先や構造等について、事前に熊取町

と協議を行い、完了後は熊取町の検査を受けなければならない。

なお、売却物件の所有権の移転、分筆、地上権、質権、賃借権その他

の使用収益を目的とする権利の設定や土地の形状変更等は、上記排水対

策を講じた後でなければ行うことができない。

（２） 評価・課税について

売却物件の所有権移転後、熊取町にて現地調査を実施した上で現況に

応じた評価・課税を行います。

（３） 盛土等を行う場合について

売却物件については、「宅地造成及び特定盛土等規制法」の規制区域に

あります。買受人は、造成するための盛土・切土を行う場合は規模によ

り規制対象となりますので、大阪府 都市整備部 住宅建設局 建築指導室

審査指導課 開発許可グループと協議してください。

（４） 埋蔵文化財について

売却物件は周知されている埋蔵文化財包蔵地外です。但し、開発区域

面積が 500 ㎡以上の開発事業を行おうとする場合は、あらかじめ熊取町

教育委員会と協議してください。

（５） 禁止用途

・ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律

第１２２号）第２条第１項に規定する風俗営業、同条第５項に規定する

性風俗関連特殊営業、同条第１１項に規定する特定遊興飲食店営業及び

同条第１３項に規定する接客業務受託営業の事務所の用途

・ 熊取町暴力団排除条例（平成２４年熊取町条例第２６号）第２条第１

所 在 地 地 目 地積（実測） 予定価格（最低売却価格）

①五門東三丁目２９９番３ ため池 ５，７６２．５８㎡

９３，４００，０００円
②五門東三丁目２９９番４ 堤 １２０．９０㎡

③五門東三丁目２９９番５ 堤 １，０３６．１８㎡

６，９１９．６６㎡
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号、第２号及び第３号に規定する暴力団その他の反社会的団体及びその

構成員の活動のために利用するなど公序良俗に反する用途

（６） 工事等の際に隣接地との境界表示が欠落した場合、買受人の負担にお

いて境界表示の復元を行うこと。

（７） 売却物件の利用、又は管理するにあたり、以下のことを厳守しなけれ

ばならない。

・ 地元自治会及び近隣住民に対し、丁寧な対応を心がけ、工事着手前に

工事説明を必ず行うこと。

・ 工事施工の際は騒音、振動、埃等を抑えるよう近隣住民に配慮して作

業を行うこと。

・ 工事施工の際の工事車両の通行にあたっては、道路管理者及び地元自

治会と協議し、十分な安全対策を講じるとともに、近隣住民に迷惑をか

けることのないよう配慮すること。

・ 売却物件を埋立てる際の土砂等については、有害物質等が混入してい

る土砂等を搬入しないこと。

・ 引き渡し後の売却物件の管理は、近隣住民に迷惑をかけることのない

よう除草等を適正に行うとともに、転落防止等の安全対策やため

池に水が溜まらないよう適切に管理を行うこと。

（８） 実地調査等

契約の履行について確認するために本町が必要であると認めるときは、

実地調査等に協力しなければならない。

４．その他注意事項

（１） 売却物件は現状有姿での引渡しとなります。したがって、柵、擁壁コ

ンクリート、排水構造物等を含むものとし、除草等の対応は行いません。

現地及び周辺環境の状況や法令等の制限などについて必ず入札参加者

自身で十分に調査を行った上で入札してください。

（２） 売却物件の敷地内のゴミ、ガラ、立木、埋設物等が存在した場合の撤

去に要する費用等は買受人の負担となります。

（３） 売却物件の敷地境界には、境界標等を設置しています。

（４） 売却物件の地盤調査、土壌汚染調査は行っていません。

（５） 売却物件の利用、管理及び造成工事等に係る費用は買受人の負担とな

ります。

（６） 位置図は道路の整備や建物の新築などにより現況と相違している可能

性があります。なお、現況と異なる場合は現況が優先します。

（７） 添付資料は現地の概要を把握するもので、現況を全て正確に表したも

のではありません。現況は必ず入札参加者自身でご確認ください。

（８） 各種供給処理施設(ガス・上下水道・電気等)の利用に当たっては、各

供給機関と十分協議してください。なお、利用に当たって必要な工事等

については、買受人の負担において行ってください。

（９） 売却物件を利用するにあたり、都市計画法、建築基準法等の各種関連

法令、熊取町開発指導要綱等を厳守する必要がある為、事前に関係機関
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にご確認ください。

（10） 売買契約締結の日から売却物件の引き渡しの日までの間において、熊

取町の責めに帰すことのできない事由により、売却物件に滅失、き損等

の損害が生じた場合は、その損害は買受人の負担とします。

（11） 買受人は、売買契約締結後、売却物件に数量の不足その他の契約の内

容に適合しないことを理由として、履行の追完の請求、売買代金の減額

の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることはできません。

（12） 買受人は、売買契約に定める義務を履行しないために本町に損害を与

えたときは、その損害を賠償しなければならない。

５．入札参加者の資格

入札には個人、法人を問わず参加できますが、次に該当するものは入札には

参加できません。

① 地方自治法施行令第１６７条の４第１項に該当する者

ア 成年被後見人

イ 被補助人、被保佐人、又は未成年であって、契約締結のために必要な

同意を得ていない者

ウ 破産者で復権を得ていない者

エ 指定暴力団員及び指定暴力団員と生計を一にする配偶者（事実婚含む）

オ 法人その他の団体であって、指定暴力団員がその役員となっている者

カ 指定暴力団員が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動

に支配的な影響を有する者

② 市町村税を滞納している者

③ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第７７

号)第２条第２号から第４号まで又は第６号の規定に該当する者及び熊取

町契約関係暴力団排除措置要綱（平成２５年４月１日施行）に基づき入札

参加除外措置を受けている者又は同綱別表に掲げる措置要件に該当する者

④ 団体の活動として破壊活動防止法（昭和２７年法律第２４０号）第４条

に規定する暴力主義的破壊活動を行った団体又はその役職員若しくは構成

員

⑤ 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成１１年第１

４７号）第５条第１項に規定する「観察処分」を受ける団体及びその関係

者

⑥ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条第１項又は第２項の

規定による更生手続開始の申立て（同法附則第２条の規定によりなお従前

の例によることとされる更生事件（以下「旧更生事件」という。）に係る

同法による改正前の会社更生法（昭和２７年法律第１７２号。以下「旧法」

という。）第３０条第１項又は第２項の規定による更生手続開始の申立て

を含む。以下「更生手続開始の申立て」という。）をしている者又は更生

手続開始の申立てをされている者。ただし、会社更生法第４１条第１項の

更生手続開始の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生手続開始の決定

を含む。)を受けた者については、その者に係る会社更生法第１９９条第１
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項の更生計画の認可の決定（旧更生事件に係る旧法に基づく更生計画の認

可の決定を含む。）があった場合にあっては、更生手続開始の申立てをし

なかった者又は更生手続開始の申立てをされなかった者とみなす。

⑦ 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条第１項又は第２項の

規定による再生手続開始の申立てをしている者又は申立てをされている者。

ただし、同法第３３条第１項の再生手続開始の決定を受けた者が、その

者に係る同法第１７４条第１項の再生計画認可の決定が確定した場合にあ

っては、再生手続開始の申立てをしなかった者又は再生手続開始の申立て

をされなかった者とみなす。

⑧ 熊取町入札参加停止要綱に基づく入札参加停止措置を、入札参加申込受

付期間から入札日までの間で受けているもの。

６．入札参加申込み

（１） 受付期間

令和８年３月２５日（水）～令和８年４月８日（水）のうち開庁日の

午前９時００分～午後５時３０分

但し、令和８年４月１日（水）～令和８年４月８日（水）については

午前９時００分～午後５時００分

※ 郵送での申込みの場合は、令和８年４月８日（水）午後５時００分

必着とします。

※ 入札参加申込みを行わず入札のみ参加することはできません。

（２） 受付場所

熊取町都市整備部下水道河川課河川農水室（１７．問い合わせ先参照）

（３） 申込み方法

持参または郵送のみとなります。（FAX、メール等での申し込み不可）

① 持参の場合

提出書類を受付期間内に受付場所まで直接持参してください。

② 郵送の場合

封筒の表に｢町有地(五門濁池)売却一般競争入札申込｣と朱書きし、

提出書類及び返信用定形封筒(宛名明記、１１０円切手貼付)を同封の

上、必ず簡易書留郵便で送付してください。

（４） 提出書類

① 町有地（五門濁池）売却一般競争入札参加申込書兼誓約書 １通

◇添付資料◇

個人の場合 ア 住民票の写し（原本） １通

イ 印鑑証明書（原本） １通

ウ 住民登録をしている自治体が賦課した市町村民税

の完納証明書（原本） １通

エ 代表者選任届 １通

※共有による申し込みの場合のみ

法人の場合 ア 履歴事項全部証明書（原本） １通

イ 印鑑証明書（原本） １通
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※ ア．イ．ウは発行日から３ヶ月以内のものとします。

※ 共有による申込みの場合には、申込者全員の証明書類が必要です。

※ 提出書類はお返ししません。

（５） 留意事項

① 落札後の売買契約書及び所有権移転登記は、町有地（五門濁池）売却

一 般競争入札参加申込書兼誓約書に記載された申込者（代表者）の名

義で行います。それ以外の名義で契約または登記を行うことはできませ

ん。

② 入札日までの間は申込者名、申込者数は公表しません。

③ 申し込み後の辞退は可能ですが、町有地(五門濁池)売却一般競争入札

参加辞退届に必要事項を記入、印鑑登録された印(実印)を押印し、先に

交付済の入札参加証、入札保証金納付書とあわせて必ず入札日の前日ま

で に提出してください。

７．入札参加証の交付

入札参加申込みは、原則として必要書類を持参された日に書類審査のうえ受

付を行います。受付が済みますと、その場で町有地（五門濁池）売却一般競争

入札参加申込書兼誓約書に受付印を押印した写し（入札参加証）を交付するの

で入札当日に必ず持参ください。

８．質疑回答について

下記のとおり町有地(五門濁池)売却一般競争入札に関する質疑を受け付け

ます。

（１） 質疑受付

質疑事項がある場合は、次の日時に質疑書を FAX により提出して

ください。送信後、着信の確認を電話にて下水道河川課河川農水室ま

で行ってください。（１７．問い合わせ先参照）

日時 令和８年４月１４日（火）午前９時００分～午後４時００分

※ 質疑事項がない場合は、質疑書の提出は必要ありません。上記時

間を経過しても質疑書の提出がない場合は、質疑事項がないものと

して取扱います。また、質疑受付時間終了後は、質疑書を一切受け

付けません。

（２） 質疑回答

質疑書の提出があった場合は、次の日時に質疑回答書をＦＡＸによ

り入札参加申込者全者へ回答します。

日時 令和８年４月１７日（金）午後１時００分～

ウ 主たる事務所等の所在する自治体が賦課した市町

村税の完納証明書（原本） １通
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９．入札保証金

下記のとおり入札保証金の納付をお願いします。入札保証金の納付がなけれ

ば入札に参加することができません。入札保証金納付書は入札参加証交付時に

お渡しいたします。

入札保証金は、入札保証金納付書により、入札金額の１００分の１０以上の

現金又は有価証券で納付してください。

※なお、入札保証金を現金で納付される場合は、計数に時間を要する可能性

があるため、時間に余裕をもってお越しください。

（１） 納付日時 令和８年４月２７日（月）

午前９時００分～午前１０時５０分

（２） 納付場所 熊取町役場本館 １階 ７番窓口 会計課

（３） 有価証券の種類

ア 国債及び地方債の証券

イ 政府の保証のある債券

ウ 銀行、農林中央金庫及び商工組合中央金庫の発行する債券

エ 銀行が振出し又は支払保証をした小切手

オ 銀行に対する定期預金債券

※ ア、イ、ウについては額面金額の８割に相当する金額とし、登録

済通知書を提出すること。

※ オについては、あわせて契約事務取扱規則（昭和３７年大蔵省令

第５２号）第５条第２項に規定する証書等を提出すること。

（４） 入札保証金の還付

落札者以外の方の入札保証金の還付については、入札終了後に納付

場所にて還付します。

（５） 入札保証金の取扱い

・ 落札者の入札保証金は契約保証金（現金又は銀行が振り出した小

切手に限る。）に充当することができます。

・ 入札保証金が現金又は銀行が振り出した小切手以外で納付された

場合は、契約保証金（本実施要領「１３．売買契約の締結等（４）」

を参照。）の納付確認後に、受領証書と引換えに還付します。

・ 落札者が期限までに停止条件付の土地売買契約(仮契約)を締結し

ないときは、落札はその効力を失い、納付された入札保証金は熊取

町に帰属し、お返ししません。

・ 入札保証金には利息は付しません。

１０．入札・開札の日時及び場所

① 日 時 令和８年４月２７日（月）午前１１時００分

② 場 所 熊取町役場北館３階大会議室

※受付は、入札開始時刻の３０分前から行います。なお、入札開始時刻に

なりますと、入札室を閉鎖します。遅れて来られた方は、入札に参加で

きませんので、ご注意ください。
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１１．入札方法等

入札者は、所定の入札書に必要な事項を記入し、記名押印（登録印）のうえ

封筒に入れて所定の入札箱に投入してください。

代理人が入札される場合には、委任状に使用した代理人使用印（認印可）に

より押印してください。

なお、入札に参加しなかった者又は入札の開始時間に遅れた者は、棄権とみ

なします。

（１） 持参する物

① 町有地(五門濁池)売却一般競争入札参加申込書兼誓約書(入札参加

証)

② 入札保証金預かり証書

③ 委任状 ※代理人により入札をしようとする場合

④ 入札書（所定様式）

（２） 入札方法等

① 入札者は所定の入札書に必要事項を記入し、記名・押印の上、封

筒に入れて所定の入札箱に投函してください。入札書の押印は町有

地（五門濁池）売却一般競争入札参加申込書兼誓約書に押印した実

印を使用してください。

② 入札は代理人に行わせることができますが、その場合は申込者本

人の委任状を入札受付時に提出する必要があります。

③ 入札書の書き換え、差し替え又は撤回することはできません。

④ 入札場所への立ち入りは１者１名に限ります。

（３） 入札の無効

次のいずれかに該当する入札は無効とします。

① 入札に参加する資格がない者の入札

② 入札保証金を納付しない者又はその金額が所定の額に満たない者

の入札

③ 所定の入札書によらない入札

④ 入札書の記載事項が不明な入札、又は入札書に記名若しくは押印

のない入札

⑤ 予定価格（最低売却価格）を下回る価格による入札

⑥ 公正な競争の執行を妨げた者の入札。

⑦ 入札金額を訂正した入札。

※ 書き損じた場合は必ず新しい入札書に記入してください。

⑧ 入札者若しくはその代理人が他の入札代理人となり行った入札。

（４） 入札の中止又は延期

開札前に、天災その他緊急やむ得ない理由等により、入札を執行す

ることができないと認めるときは、入札の執行を延期し、または取り

消すことがあります。なお、この場合において、入札のために要した

費用を熊取町に請求することはできません。
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１２．落札者の決定方法等

（１） 開札

入札締切後、直ちに入札者の面前で開札します。

開札の結果、入札金額が予定価格（最低売却価格）に達していない

ときは、再入札は行わず、入札は打ち切ります。

（２） 落札者の決定等

有効な入札により予定価格（最低売却価格）以上で、かつ最高価格

で入札したものを落札者として決定します。ただし、落札となるべき

価格（同額）の入札をした者が２者以上あるときは、直ちにくじによ

り落札者を決定します。

くじの順は申込受付順とします。なお、該当者はこれを辞退できま

せん。

（３） 開札の公表

開札の結果については、熊取町役場本館１階住民情報コーナー及び

町ホームページ上で公開します。

１３．売買契約の締結等

（１） 落札者は令和８年５月１２日（火）までに停止条件付の土地売買契

約（仮契約）を締結しなければなりません。

（２） 上記期限までに契約（仮契約）を締結しない場合は、落札はその効

力を失い、落札者が納付した入札保証金は熊取町に帰属し、お返しし

ません。

（３） 売買契約については、地方自治法第２３８条の６の規定に基づく旧

慣の廃止に伴う議会の議決を得られたとき、本契約となります。

ただし、議会の議決が得られないとき、この売買契約は無効となり、

熊取町は損害賠償の責は負わないものとします。

（４） 売買契約(本契約)締結と同時に、契約金額（落札額）の１００分の

１０以上の現金又は有価証券で契約保証金を納付していただきます。

この際、入札時に納付した入札保証金（現金又は銀行が振り出した

小切手に限る。）を契約保証金に充当することができます。

※ 入札保証金が現金又は銀行が振り出した小切手以外で納付された

場合は、契約保証金の納付確認後に、受領証書と引換えに還付します。

※ 契約保証金として納付する有価証券の種類については、本実施要

領「９．入札保証金」の規定を準用する。

１４．売買代金の支払方法

売買契約（本契約）締結時に熊取町が発行する納入通知書により、令和８年

７月１５日（水）までに納付していただきます。この際、契約保証金（現金又

は銀行が振り出した小切手に限る。）を売買代金の一部に充当することができま

す。

※ 売買代金の支払いが行われなかった場合、契約保証金は町に帰属します。

※ 契約保証金には利息を付しません。
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※ 売買代金の分割納付はできません。

１５．所有権の移転及び土地の引渡し

所有権は、売買代金が完納されたときに移転し、同時に現状有姿で物件引渡

したものとします。

所有権移転登記については、売買代金完納後、町が行います。

なお、売買契約書（町保管の１部）に貼付する収入印紙及び所有権移転登記

に必要な登録免許税等、本契約の締結及び履行に関して必要な一切の費用は、

買受人の負担とします。

１６．その他

（１） 現地案内・説明会は行いません。必ずご自身で現地をご確認ください。

現地確認の際は周辺住民の方々に迷惑にならないよう配慮するととも

に、現地確認のため各種構造物、家屋、店舗、農地、耕作物等に損傷、無

断立ち入り及び無断駐車、その他第三者に損害を及ぼすような行為は厳に

慎み、万一その事態に至った場合は、自己の責任において負うものとし、

円満に解決していただきます。

（２） 売却物件の土地利用に関し、隣接土地所有者、地域住民等との調整等

が生じた場合は、すべて買受人において行っていただきます。

（３） この説明書に定めのない事項については、本町契約規則及びその他関

係法令の定めるところによります。

１７．問い合わせ先

〒５９０－０４９５

大阪府泉南郡熊取町野田一丁目１番１号（役場東館１階）

熊取町 都市整備部 下水道河川課 河川農水室

担当者：田宮・髙月

TEL：０７２－４５２－６４０３ FAX：０７２－４５２－７１０３

MAIL：kasen-nousui@town.kumatori.lg.jp
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町有地【五門濁池】売却に係る特記事項

① 現地説明会は行いません。必ず入札参加者ご自身において現地確認、境界標

等をご確認ください。

② 引渡しはすべて現状有姿で行います。構造物の撤去や、電気・ガス・上水道・

下水道の引込工事等が必要な場合は、落札者の負担で行ってください。

③ 電柱等の支障物の移設が必要な場合は、落札者において電柱所有者等と協

議を行い、移設してください。

④ 地盤調査、土壌調査及び地下埋設物調査は、実施していません。

⑤ 現況はため池であることから、相当に軟弱な地盤が予想されます。地盤改良

等を適切に行う必要がある場合は、地盤改良費等の造成費用は落札者の負担

となります。

⑥ 売却物件地内には、低木・雑草等が存じますが、現状有姿での引渡しとなり

ますので、これらの撤去・管理につきましては、落札者の負担で適切に行って

ください。

⑦ 現況はため池であることから、池底にヘドロが堆積しており、ヘドロ中にコ

ンクリート殻や岩石等の埋設物や不法投棄物等が存在する可能性があります。

工事等を行った際に廃棄物が出てきた場合には、落札者の負担と責任で適切

に処理を行ってください。

⑧ 現在、南西に隣接する公園下の水路から農業用水の流入があり、流入水はた

め池内に新設された農業用水路を流れ、北西にある流出口から水路（平面図※

1）に流出しています。造成等作業を行う際は、農業用水の通水に支障が無い

ようにしてください。

また、造成作業等で、売買物件地内の農業用水路等が支障となり、構造等の

改修が必要となる場合は、下水道河川課河川農水室と協議のうえ、落札者の負

担で適切に処理してください。

⑨ 売却物件周囲の隣接地から、現状流入している雨水等については、北東側に

ある流出口から水路に放流されています。（平面図※2）

売却物件へ流入している雨水等については、落札者の負担により、町管理水

路へ放流してください。また、水路の構造等については、熊取町及び関係水利

団体と協議してください。

⑩ 売却物件は、北東側にある里道等（平面図※3）に接しています。

また、当該里道等は町道平和翠松苑８号線【未判定道路】（平面図※４）と

接していますが、建築基準法上の道路に認定されていないため、大阪府 都市
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整備部 住宅建設局 建築指導室 審査指導課 開発許可グループと、事前に相談

が必要となります。

⑪ 売却物件に隣接する管理用通路については、改修の必要があります。下水道

河川課 河川農水室と構造等について協議のうえ、落札者の負担で適切に処理

してください。

⑫ 売却物件は、住宅地内にあるため、資材置場等の宅地以外での使用は認めて

いません。

⑬ 本物件で工事を行った際に、境界標等を撤去した場合には、必ず境界標等を

復元してください。
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※物件調書は、入札参加者が物件の概要を把握するための参考資料ですので、必ず入札参加者

ご自身において、現地及び諸規制についての調査確認を行ってください。

五門濁池 物 件 調 書

所 在 地

①熊取町五門東三丁目２９９番３

②熊取町五門東三丁目２９９番４

③熊取町五門東三丁目２９９番５

予定価格

(最低売却価格)

９３，４００，０００円

地 積

（ 登 記 面 積 ）

①５，７６２㎡

② １２０㎡

③１，０３６㎡

地 目

①ため池

②堤

③堤

形 状 地積測量図のとおり

接続道路の状況

※幅員は現状のお

およその数値です。

※物件は、北東側にある里道等（平面図※3）に接しています。

また当該里道等は町道平和翠松苑８号線【未判定道路】（平面図※４）と

接していますが、建築基準法上の道路に認定されていないため、大阪府 都

市整備部 住宅建設局 建築指導室 審査指導課 開発許可グループと、事前に

相談が必要となります。

法

令

等

の

制

限

区域区分 市街化区域 用途地域 第一種低層住居専用地域

建ぺい率 ５０％ 容 積 率 １００％

私道の負担等に

関する事項
無

供給処理施設の

状況

供給施設 配管等の状況 事 業 所 名

電 気 無
関西電力株式会社 岸和田配電営業所

0800-777-8810

都 市 ガ ス 無
大阪ガス株式会社 南部事務所

0120-3-94817

上 水 道 無
大阪広域水道企業団 熊取水道センター

072-452-0357

下 水 道 無
熊取町 都市整備部 下水道河川課

072-452-1011

交 通 機 関
ＪＲ阪和線「熊取駅」より南東方約２．０ｋｍ

熊取駅よりバスで７分、バス停（朝和口停留所）より徒歩８分

参

考

事

項
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H

H

co

①五門東三丁目２９９番３

平面図　縮尺　1/500(A3)
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③五門東三丁目２９９番５

②五門東三丁目２９９番４

1,036.18㎡

120.90㎡

※１　水路

※２　水路

流
出口

B21

公園

※４　町道平和翠松苑８号線

売却物件

※３　里道等
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町有地 (五門濁池 )売買契約書（案）

売渡人 泉南郡熊取町（以下「甲」という。）と買受人（以下「乙」という。）は、末尾

記載の土地（以下「本件土地」という。）について、町有地（五門濁池）売却一般競争入札

実施要領（以下「要領」という。）に基づき、次のとおり土地売買仮契約を締結する。

（信義誠実の義務）

第１条 甲及び乙は、信義に従い、誠実にこの契約を履行しなければならない。

（売買代金及び支払方法）

第２条 売買代金は、金○○○，○○○，○○○円とする。

２ 乙は、甲が議決後速やかに発行する納入通知書により、甲が指定する場所において、

指定の期日までに納付しなければならない。

（契約保証金）

第３条 乙は、契約保証金として金○○○，○○○，○○○円を、本契約締結と同時に甲

の発行する納入通知書により、甲の指定する場所において納入しなければならない。

２ 甲は、乙が前条第２項に定める義務を履行したときは、前項に定める契約保証金を乙

に還付する。ただし、納入された契約保証金が現金又は銀行振出小切手の場合に限り、

乙の請求によりこれを売買代金の一部に充当することができる。

３ 第１項の契約保証金は入札保証金から充当できるものとする。ただし、充当できる入

札保証金は現金又は銀行振出小切手で納められたものに限る。

４ 第１項の契約保証金には利息を付さない。

５ 乙が前条に定める義務を履行しないときは、第１項に定める契約保証金は甲に帰属す

るものとする。また、乙の責に帰すべき事由により契約が無効及び履行不能となった場

合においても同様とする。

（所有権の移転及び売却物件の引渡し）

第４条 売却物件の所有権は、乙が売買代金の支払いを完了したときに、甲から乙に移転

する。

２ 甲は、前項の規定により売却物件の所有権が移転したときをもって、現状有姿で売買

物件を乙に引渡したものとする。

（所有権の移転登記等）

第５条 甲は、前条の規定により売却物件の所有権が移転した後、その所有権移転の登記

を嘱託するものとし、乙はこれに必要な書類等をあらかじめ甲に提出するものとする。

２ 甲は、前項に定める所有権移転登記完了後、登記識別情報通知書を乙に交付する。

（危険負担）

第６条 契約締結後引渡しまでの間において、甲の責めに帰することができない事由によ

り、売却物件に滅失又は毀損等が生じた場合には、乙は甲に対して売買代金の減免、若

しくは損害賠償の請求又は契約の解除をすることができないものとする。

収 入

印 紙
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（公租公課の負担）

第７条 第４条第１項の規定により、当該土地の所有権が乙に移転した以後における当該

土地の公租公課は乙の負担とする。

（契約不適合責任）

第８条 乙は、この契約締結後、売却物件に数量の不足やその他土地の状況に関して契約

の内容に適合しないものであることを発見しても、売買代金の減額若しくは損害賠償の

請求又は契約の解除をすることができないものとする。ただし、乙が消費者契約法（平

成 12年法律第 61 号）第２条第 1 項に規定する消費者である場合にあっては、この契約
締結時の日から２年間は、この限りではない。

２ 前項に規定する土地の状況とは、土壌汚染、地中障害物、軟弱地盤、液状化等をいい、

売却物件においてはこの契約の目的の達成に支障がない状態として売買を行うものとす

る。

（排水対策について）

第９条 乙は売却物件において事業着手するにあたり、乙の負担において売却物件に流入

している雨水排水等を排水するために必要な施設の設置や改修等の対策を行わなければ

ならない。

２ 乙は前項に規定する排水対策の排水接続先や構造等について、事前に甲と協議し、甲

の検査を受けなければいけない。

３ 乙は第１項に規定する排水対策を講じた後でなければ、売却物件の所有権の移転、分

筆、地上権、質権、賃借権その他の使用収益を目的とする権利の設定や売却物件の形状

変更等を行うことはできない。

（禁止用途）

第 10 条 乙は売却物件を次の各号に掲げる用途に供してはならない。

（１）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号

）第２条第１項に規定する風俗営業、同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業、

同条第１１項に規定する特定遊興飲食店営業及び同条第１３項に規定する接客業

務受託営業の事務所の用途

（２）熊取町暴力団排除条例（平成２４年熊取町条例第２６号）第２条第１号、第２号

及び第３号に規定する暴力団その他の反社会的団体及びその構成員の活動のため

に利用するなど公序良俗に反する用途

（実地調査等）

第 11 条 甲は、この契約の履行について必要があると認めるときは、乙に対して、その

履行状況を確認するため、実地調査を行い、又は乙から必要な報告若しくは資料の提出

を求めることができる。この場合において、乙はその調査を拒み、妨げ、又は報告若し

くは資料の提出を怠ってはならない。

（契約の解除）

第 12 条 甲は、次のいずれかに該当することが明らかになった場合、この契約を解除す

ることができる。

（１）要領で定める入札参加資格を偽る等、不正な行為によりこの契約を締結したとき

（２）法人が合併され、又は解散した場合で、甲と乙の協議によって、この契約に定め

る義務が履行される見込みがないとき
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（３）乙が本契約に定める義務を履行しないとき

２ 甲は前項の規定によりこの契約を解除したために乙に損害が生じても、その責めを負

わない。

（返還金等）

第 13 条 甲は、甲が前条第１項の規定によりこの契約を解除したときは、乙が第１５条

に定める義務を完全に履行した後、乙が第２条の定めにより支払った売買代金を返還す

る。ただし、当該返還金には利息は付さない。

２ 甲が契約を解除したときは、乙が自ら負担した契約の費用及び売却物件に支出した必

要経費、有益費その他一切の費用を甲に請求することはできない。

（違約金）

第 14 条 乙は、第１２条第１項の規定によりこの契約を解除したときは、金○○○，○

○○，○○○円（売買代金の２０％）を違約金として甲に支払わなければならない。

２ 前項の違約金は、第１６条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。

（原状回復義務等）

第 15 条 乙は、甲が第１２条第１項の規定によりこの契約を解除したときは、甲の指定

する期日までに次の各号に定める事項を実行しなければならない。

（１）売却物件について設定された抵当権、その他売却物件の完全な所有権の行使を妨

げる権利を消滅させること

（２）甲名義の所有権移転登記をするための登記承諾書を甲に提出すること。なお、甲

名義に所有権を移転するために必要な登記費用等は、すべて乙の負担とする

（３）売却物件に存在する建物及びその他工作物を収去し、売却物件を第４条の引渡し

時の原状に復して返還すること。ただし、甲が原状に復する必要がないと認めた

ときは、乙は、甲に対し現状のまま返還することができるものとする。

（４）前号の規定にもかかわらず、乙が当該土地を原状に復して返還しないときは、甲

は、乙に代わって原状に復することができるものとし、乙はその費用を負担しな

ければならない。

２ 前項第３号ただし書により売却物件を返還したときは、当該売却物件内に残置したも

のの所有権はすべて甲に帰する。なお、これにより乙が損害を被っても甲に対して一切

の請求をすることができない。

３ 乙は、第１項第３号ただし書の場合において、売却物件が滅失または毀損等が生じて

いるときは、その損害賠償として、減損額に相当する金額を甲に支払わなければならな

い。また、乙の責めに帰するべき事由により甲に損害を与えている場合には、その損害

に相当する金額を甲に支払わなければならない。

（損害賠償）

第 16 条 乙は、この契約に定める義務を履行しないため甲に損害を与えたときは、第１

４条第１項に定める違約金に加えて、その損害を賠償しなければならない。

（第三者に生じた損害の責任）

第 17 条 甲が第１２条第１項の規定によりこの契約を解除したとき、これにより第三者

に損害が生じても甲はその責任を負わない。

（返還金からの控除）

第 18 条 甲は第１３条第１項の規定により売買代金を返還する場合においては、次の各
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号の合計額を返還金から控除して返還するものとする。なお、控除できない金額がある

場合は、乙は甲に対して別途これを支払わなければならない。

（１）第１４条に定める違約金

（２）第１５条第１項第２号に定める登記費用等

（３）第１５条第３項に定める損害賠償金

（４）第１６条に定める損害賠償金

（法令等の遵守）

第 19 条 乙は、売却物件を利用するにあたっては、都市計画法、建築基準法等の各種関

係法令、農業用ため池の管理及び保全に関する法律及び熊取町土砂埋立て等の規制に関

する条例並びに熊取町開発指導要綱等を遵守しなければならない。

（公害等の防止）

第 20 条 乙は、電波障害、騒音、風害及び日照阻害等の防止に留意するとともに、自ら

の責任において必要な措置を講じなければならない。

（上下水道等）

第 21 条 乙は、上下水道、電気、ガス及び電話等の供給を受ける際は、各々の供給者及

び施設管理者等と協議の上、自らの負担により責任を持って工事等を行わなければなら

ない。

（地下埋設物等）

第 22 条 売却物件の地下埋設物を撤去するときの費用はすべて乙の負担とする。

（地元協議等）

第 23 条 乙は、売却物件を利用、又は管理するにあたっては、次の各号に定める事項を

厳守しなければならない。

（１）地元自治会及び近隣住民に対し、丁寧な対応を心がけ、工事着手前に工事説明を

必ず行うこと

（２）工事の際は騒音、振動、埃等を抑えるよう配慮して作業を行うこと

（３）工事車両の通行にあたっては、道路管理者及び地元自治会と協議し、十分な安全

対策を講じるとともに、近隣住民に迷惑をかけることのないよう配慮すること

（４）売却物件を埋立てる際の土砂等については、有害物質等が混入している土砂等を

搬入しないこと

（５）売却物件の引渡し後の管理については、近隣住民に迷惑をかけることのないよう

除草等を適正に行うとともに、進入防止柵等設置の安全対策やため池としての水

位管理を適切に行うこと

（費用の負担）

第 24 条 次に掲げる費用は、乙の負担とする。

（１）この契約の締結に要する費用

（２）所有権移転登記に要する費用

（疑義等の決定）

第 25 条 この契約に関し疑義が生じたとき、又はこの契約に定めのない事項について定

める必要が生じたときは、甲乙協議の上これを定めるものとする。

（管轄裁判所）

第 26 条 本契約に関する訴えの管轄は、甲の事務所所在地を管轄する大阪地方裁判所と
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する。

（本契約）

第 27 条 この売買契約については、地方自治法第２３８条の６の規定に基づく旧慣の廃

止に伴う議会の議決を得られたとき、本契約となる。ただし、議会の議決が得られない

とき、この売買契約は無効となり、甲は損害賠償の責は負わない。
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この契約の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各１通を保有する。

令和 年 月 日

甲 住 所 大阪府泉南郡熊取町野田一丁目１番１号

名 称 大阪府泉南郡熊取町

代表者 熊取町長 藤 原 敏 司

乙 住 所

商号又は名称

氏名又は代表者

〈物件の表示〉

泉南郡熊取町

所 在 地 目 地積（実測）

五門東三丁目２９９番３

五門東三丁目２９９番４

五門東三丁目２９９番５

ため池

堤

堤

５，７６２．５８㎡

１２０．９０㎡

１，０３６．１８㎡
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